
 

 

NEWS RELEASE 

トマト銀⾏ 25 年。

平成２５年６月１４日（金） 
 

キャッシュカードの１日あたりのご利用限度額の変更について 
 

 

 
 

 

株式会社トマト銀行（取締役社長 中川 隆進）では、近年増加している振り込め詐欺

および偽造・盗難キャッシュカードによる被害からお客さまの大切なご預金をお守りする

ため、平成２５年１０月１５日（火）よりキャッシュカードの１口座１日あたりのご利用限度

額（①現金のお引き出し、②カードでのお振込、③お振替の合算金額）を現行の２００万円

から１００万円へ変更いたしますので、お知らせいたします。 

ご利用限度額の変更により、一部のお客さまにはご不便をおかけいたしますが、万が

一の場合のお客さまの被害抑制を目的としておりますので、ご理解いただけますようお

願い申し上げます。 

記 
 

 項    目 内     容 

変 更 日 平成２５年１０月１５日（火） 

対象となるお客さま 

個人のお客さまでキャッシュカード（ＩＣキャッシュカードを含む）を

お持ちの方 
※窓口でご利用限度額の増額を個別に設定されているお客さまを除き

ます。 

ご 利 用 限 度 額 

現金のお引き出し、カードでのお振込、お振替※の合算金額を現

行の２００万円から１００万円に変更。 

※デビットカードのご利用額も限度額に含みます。定期性預金へのお振

替は限度額に含まれません。 

１００万円を超える

ご 利 用 限 度 額 を 

ご希望のお客さま 

平成２５年１０月１４日まで 

窓口またはキャッシュコーナーで変更のお手続きをお願いします。 

※上限 ２００万円まで変更可能です。ただし、キャッシュコーナーでの変

更は１９９万円までとなります。 

平成２５年１０月１５日以降 

窓口で増額のお手続きをお願いします。 

１ ０ ０ 万 円 未 満 に 

ご 利 用 限 度 額 を 

ご希望のお客さま 

窓口またはキャッシュコーナーで変更のお手続きをお願いしま

す。 

そ の 他 

・既にキャッシュカードをご利用のお客さまのご利用限度額は、変

更日（平成２５年１０月１５日）に自動的に１００万円となります。 

・窓口でお手続きの際は、お届け印と運転免許証などの本人確認

資料が必要です。キャッシュコーナーでのお手続きでは、キャッ

シュカードが必要で、減額のみの対応となります。 

以 上 
 

本件に関するお問い合わせ先 事務システム部 田村 ℡ 086-800-1220 

報道関係のお問い合わせ先 経営企画部（広報担当） 藤岡・岸本 ℡ 086-221-1057 

• 近年増加している振り込め詐欺および偽造・盗難キャッシュカードによる被害からお客さまの大

切なご預金をお守りするため、ご利用限度額の変更を行うものです。 

• 平成２５年１０月１５日（火）より、１日あたりのご利用限度額を現行の２００万円から１００万円に

変更いたします。 



のキャッシュカードをご利用の個人のお客さまへ

平成２５年１０月１５日（火）から

■ 既にキャッシュカードをご利用のお客さまのお引出し限度額は、変更日（平成２５年１０月１５日）に

自動的に、１００万円に引き下げになります。

ただし、変更日の前日（平成２５年１０月１４日）までにトマト銀行の窓口またはＡＴＭでお引出し限

度額を個別に設定されているお客さまは、変更を行いません。

■ 変更日以降、新しくキャッシュカードを発行するお客さまのお引出し限度額は１００万円となります。

■ 法人のお客さまのご利用限度額は変更ありません。

平成２５年１０月１４日まで

 窓口またはＡＴＭで変更手続きをお願いします。

（上限２００万円まで変更可能です。ただし、ＡＴＭ

での変更は１９９万円までです。）

１００万円を超える

お引出し限度額をご

希望のお客さま
平成２５年１０月１５日以降

 増額の手続きを窓口でお願いします。

（ＡＴＭでは増額できません。）

１００万円未満に

限度額の引下げを

ご希望のお客さま

 窓口またはＡＴＭで限度額引下げのお手続きをお願いします。

※ＡＴＭで可能なお手続きは、限度額の引き下げのみで、キャッシュカードが必要となります。

ご不明な点は、お客さまサポートセンターまたは窓口までお問い合わせください。

フリーコール 0120-31-1010 【受付時間】銀行営業日 9：00～20：00

振り込め詐欺、カード盗難被害

などの金融犯罪から

お客さまの大切なご預金を

お守りするため

1日あたりのキャッシュカードの

お引出し限度額が変更になります。

2013.6

※１ お振替には、デビッドカードの利用額を含みます。ただし、定期性預金へのお振替
は限度額に含まれません。（デビッドカードとは、Ｊ-Debit 加盟店でキャッシュカ
ードでお支払いができるサービスです。）

※２ 当社所定の手続きをしていただければ、２００万円以内で１万円単位のお引出し
限度額の設定ができます。

キャッシュカード（ＩＣキャッシュカードも含みます）を

ご利用の個人のお客さま

① 現金のお引出し

② カードでのお振込み

③ お振替

１日あたりの引出し限度額（①②③合算で）

＜変更前＞

２００万円

＜変更後＞

１００万円

お取引の種類
※１

お取引の種類


